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理由：内部監査の有効性を示す主要構成要素を明確化し、原則ベースの「倫理綱要」と「基準」

を支援するため。 

3. ガイダンスの構成要素である「実践要綱」、「プラクティス・ガイド」という用語のそれぞれ「実施ガ

イダンス」および「補足的ガイダンス」という用語への置き換え 

理由：IPPF のこれらの階層で達成するべきものの性質をよりよく反映するため。 

すなわち、「基準」の実施面での支援なのか、具体的例においてのフレームワークの残りの部

分の補足なのかである。 

4.  新たな課題に対するアドバイスを提供するガイダンスとして新しい構成要素の導入 

理由：ガイダンスの公表を支援するための現行の IPPF のデュー・プロセスは、包括的かつ徹底

的なものであるが、その結果、権威は低くなるものの、ガイダンスを迅速に公表して専門職を支

援する能力に限界が生じているため。 

5. IPPF の構成要素としての「ポジション・ペーパ」の削除 

理由：「ポジション・ペーパ」は、主として、組織体内における内部監査の好ましい役割について

利害関係者に知らしめる目的で書かれたものである。内部監査の実務家にとっても重要で有益

なことではあるが、専門職的実施のフレームワークは、内部監査の実務家がその職責を遂行す

る際の指針となるものである以上、「ポジション・ペーパ」は、そのフレームワークに決して加えら

れるべきでない。 

6. 「拘束的な性格を持つ(Mandatory)」構成要素と「強く推奨される(Strongly Recommended)」構成

要素という現行の IPPF の分類をそれぞれ「要求事項である(Required)」および「推奨事項であ

る(Recommended)」に変更 

理由：フレームワークの主要な区別を示す言葉を明確化す

るため。 

変更案に基づくと、新しい IPPF は右図のように表すことが出来る： 

RTF と IIA は提案された変更案に関する皆様からのフィードバック

を歓迎する。 
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IPPFに対する強化策 

はじめに 

フレームワークは、一連の知識とガイダンスをどの様に組み合わせているかの構造的な青写真として機能す

る。フレームワークは首尾一貫した体系として、職業規律や専門職にとって有用な概念、方法、手法の一貫

性のある開発、解釈、適用を促進する。IPPF は適時に簡単に利用できる形で内部監査のガイダンスを体系

化することを意図している。 

IPPF はその策定以来、専門職に対してよく貢献してきており、今後も維持されるべきである。しかしな

がら、現行の IPPF を強化するために RTF から次の変更が提案されている。その変更とは以下のとおり

である。 

1. 内部監査の使命 

IPPF を拡大して、内部監査の専門職を支援するための使命の声明を含むこととする。提案された「内

部監査の使命」は次のとおりである。 

「リスク・ベースで、客観的かつ信頼性のある

アシュアランス、アドバイス、見識を利害関係

者に提供することにより、組織体の価値を高

め、保全する。」 

内部監査の定義」（「定義」）については、内部監査の専門職

の進化する役割と利害関係者の期待を整合させるために現

行の定義を更新する必要があるかを判断するためにレビュー

した。「内部監査の定義」は基本的に妥当なものと考えられ、

現行の IPPF に取り込まれていることに加え、世界各地の法律、

規制、政省令の中で現在認められていることから、RTF は現

時点で「定義」の変更を提案することは効果的でなく、軽率で、不必要と結論付けた。 

1.1 「内部監査の使命」を IPPF

に加えることを、どの程度、支持

しますか？ 

1.2提案された「内部監査の使

命」は内部監査が組織体にお

いて達成しようと努力し奮闘して

いるものを取り込んでいること

に、どの程度、同意しますか？ 

ご意見をお聞かせください 
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しかし、RTF は、IPPF に「（内部監査の）使命」の表明を追加することにより、内部監査が組織体内で

達成を目指してことを明瞭かつ簡潔に説明をすることが出来ると確信している。「内部監査の使命」

も、典型的なミッション・ステートメントと同じように、内部監査の主たる目的と全般的な目標を示して

いる。その使命の達成は、「定義」、「倫理綱要」、「基準」、すべてのガイダンスからなる IPPF 全体に

より、支えられる。 
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2. 内部監査の専門職的実施のための 

基本原則 

内部監査の有効性を示し、原則ベースの「基準」と「倫理綱要」を支援する「原則」を IPPF に追加する。 

内部監査の専門職的実施のための基本原則」は以下の通りである。 

1. 妥協のない誠実性を実践により示すこと 

2. 視点やアプローチにおける客観性を示すこと 

3. 専門的能力へのコミットメントを実践により示すこと 

4. 組織体内で適切に位置付けられており、組織的な権限を十分に保有すること 

5. 企業の目的と目標に戦略的に整合すること 

6. 重要なリスクに効果的に対処するために十分なリソースを保有すること 

7. 品質と継続的改善を実践により示すこと 

8. 実践において効率性と有効性を達成すること 

9. 効果的なコミュニケーションを行うこと 

10. ガバナンスの責任者に対し信頼性のあるアシュアランスを提供すること 

11. 見識に富み、率先的で、未来志向であること 

12. 建設的な変化を促進すること 

RTF は意味深い疑問について勘案した。それは「基準」が原則ベースというなら、これらの各基準の土

台となる原則とは何かということである。突き詰めると、IPPF は「基準」が原則ベースと言いながら、「基

準」が依って立つ原則が今まで明示されてこなかった。RTF では有効性のある内部監査を表す特徴と

は何かについてよくよく議論した。そして内部監査の有効性を全体でもって明示する１２個の原則を結

論付けた。RTF は内部監査機能が有効であると見做されるためには、12 個の原則の全てが存在し、

有効に機能しなければならないと確信する。内部監査部門および内部監査人が各原則をどのように満
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